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ク
ル
l
パ
l

・シ
l
ウ
ィ
チ
ャ
イ
は
、
チ
ェ

γ
マ
イ
近
郊
の
山
寺
ワ
ッ
ト
・

ド
l
イ
ス
テ
1
.
フ
に
至
る
山
道
の
建
設
者
と
し
て
」著
名
な
北
タ
イ
の
借
侶
で
あ

る
。
本
報
告
は
、
強
烈
な
カ
リ
ス
マ
性
を
そ
な
え
た
こ
の
高
信
が
、
バ
ン
コ
ク

の
サ
ン
ガ
ラ
1
ジ
ャ
〔
統
一
サ
ン
ガ
の
長
〕
に
よ
り
謹
慣
を
命
じ
ら
れ
た
一
事

件
に
注
目
し
て
、
本
世
紀
初
頭
に
開
始
さ
れ
、
現
在
ほ
ぼ
完
成
の
域
に
達
し
た

タ
イ
・
サ
ン
ガ
の
組
織
化
と
世
俗
権
力
へ
の
従
属
過
程
、
な
ら
び
に
そ
の
結
果

と
し
て
形
成
さ
れ
た
タ
イ
・
サ
ン
ガ
の
性
格
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

バ
ン
コ
ク
に
中
心
を
も
っ
十
九
世
紀
末
の
タ
イ

・サ

ン
ガ
は
、
個
別
寺
院
に

劃
す
る
有
数
な
管
理
袋
置
を
依
い
て
い
た
た
め
、
首
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
地
方

寺
院
の
管
理
は
、
各
寺
院
の
大
幅
な
自
治
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
た
。
一
八
九
七

年
に
制
定
さ
れ
た
「
地
方
行
政
法
」
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
タ
イ
園
地
方
行
政

機
構
の
中
央
集
権
化
の
進
展
と
卒
行
し
、
形
式
的
に
は

一
九

O
二
年
の
「
サ
ン

ガ
管
理
法
」
を
契
機
と
し
て
、
地
方
寺
院
に
封
す
る
中
央
の
統
制
は
し
だ
い
に

強
化
さ
れ
、
タ
イ
・
サ
ン
ガ
の
「
エ
グ
レ
シ
ア
」
化

S
2
r
a
H
8
3
が
進
行

し
て
い
っ
た
。

十
四
世
紀
以
来
、
濁
自
の
文
化
的
停
統
を
保
持
し
て
き
た
チ
ェ
ン
マ
イ
地
方

の
諸
寺
院
は
、
こ
う
し
た
バ
ン
コ
ク
中
心
の
サ
ン
ガ
支
配
陸
制
へ
の
強
制
的
編

入
に
つ
よ
い
反
援
を
示
し
た
が
、
や
が
て
「
ユ
ア
ン
波
」
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
喪
失
し
、
統
一
サ
ン
ガ
「
カ
ナ
・
ソ
ン
グ
・
タ
イ
」
の
一
一
部
と
な

る
に
至
る
。
ク
ル
l
パ
1
・シ
l
ウ
ィ
チ
ャ
イ
事
件
は
、
こ
う
し
た
歴
史
的
過

程
に
み
ら
れ
る
北
タ
イ
・
サ
ン
ガ
の
反
抗
の
事
例
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
抵

抗
の
限
界
を
示
し
た
象
徴
的
な
事
件
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

漢
書
西
域
俸
序
語
に
つ
い
て

池

A回

雄

前
漢
時
代
の
西
方
へ
の
進
出
は
、
旬
奴
針
策
と
し
て
の
色
彩
を
強
く
も
つ
も

の
で
あ
り
、
大
別
す
る
と
、
山
高
租
七
年
i
武
一
帝
元
光
二
年
(
旬
奴
の
優
勢
期
)
、

佃
武
一
帝
一
元
光
二
年

i
元
一
帯
建
昭
三
年
(
漢
・
旬
奴
抗
争
期
)
、
四
元
帯
建
昭
三

年
l
光
武
帝
建
武
二
四
年
ハ
漢
・
旬
奴
和
卒
期
)
の
三
期
に
分
け
ら
れ
る
。
こ

の
な
か
で
、
第
二
期
間
目
は
、
さ
ら
に
①
武
帝
元
光
二
年
l
武
一帝
征
和
四
年
、

②
武
一
一
帝
征
和
四
年
l
宣一
一帝
本
始
二
年
、
③
宣
一
帝
一
本
始
二
年
i
元
一
帝
建
昭
三
年
の

三
期
に
分
け
て
特
色
附
け
ら
れ
る
が
、
漢
書
西
域
停
序
語
は
、
こ
の
第
二
期

ω

を
中
心
に
漢
の
西
方
進
出
の
過
程
を
要
領
よ
く
整
理
し
て
い
る
。

こ
の
意
味
で
漢
書
西
域
停
序
語
は
、
恰
好
の
入
門
書
と
し
て
の
役
割
を
果
た

し
て
く
れ
る
が
、
簡
潔
な
だ
け
に
、
個
別
の
具
鰻
的
事
寅
関
係
と
そ
の
背
景
に

つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
充
分
に
解
明
さ
れ
表
さ
れ
て
い
る
、
と
も
い
え
な
い
よ

う
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
前
述
の
第
二
期
佃
の
①
の
時
期
を
中
心
に
、

つ
い
て
敬
一
示
を
え
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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一
、
こ
の
問
題
黙
に


